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市役所へ郵送の場合、〒666-8501と課・室名で届
きます。料金表示のないものは無料。記載がない
場合、市が主体・主催で、受付時間は執務時間中。
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　11 月 15 日㈰午前８時 40 分から、「川西一庫ダ
ム周遊マラソン大会」を開催。紅葉の映えるコース
で約 3,000 人が健脚を競います。会場には駐車場
がありません。午前７時 45 分から臨時運行する送
迎バス（東谷小学校発）を利用してください。
　また、午前８時半から午後２時まで、大会コース
に当たる県道野間出野・一庫線が通行止めになりま
す。黒川や能勢町方面へは、国道 173 号か 477 号
に迂

う か い
回してください。

川西一庫ダム周遊マラソン大会
県道の一部を通行止め

問合せ 文化・観光・スポーツ課　 Tel（740）1245
　テーマは「プロボノを知ろう―自分のスキルを活
かした社会貢献活動がある」。
時 12 月 10 日㈭午後７時―９時▷ 場 アステ市民プ
ラザ▷講 NPO 法人「サービスグラント」代表理事
の嵯峨生馬さん▷定 50 人▷他保育あり（１歳半～
就学前。予約を）▷ 申 Tel Fax 抽 11 月 30 日㈪までに
参画協働室へ

新しいつながり方がまちを変える
ひと・まちおこしセミナー

問合せ 参画協働室　 Tel（740）1105・Fax（740）1322

　11 月９日㈪から 15 日㈰まで、全国一斉に秋の
全国火災予防運動が展開されます。スローガンは「無
防備な 心に火災が かくれんぼ」。期間中は、各種
事業所の査察や広報車による巡回のほか、火災予防
行事を開催します。空気が乾燥し火災が発生しやす
い気候となるため、防火を心掛けましょう。

【防火ポスターコンクール入選作品展示】
　11 月６日㈮から 13 日㈮まで、市内小・中学生
を対象にした、防火ポスターコンクールの入選作品
を中央公民館に展示。また、９日㈪から15日㈰まで、
能勢電鉄の専用車両にも展示します。

秋の全国火災予防運動
火災が起こりやすい季節

問合せ 消防本部予防課　 Tel（757）9946

　下記の通り、県住宅再建共済制度の説明と申し込
みを受け付けます。詳しくは 11 月から全戸配布さ
れる同共済のパンフレットか同共済へ。
時 場 11 月２日㈪・市役所、12 日㈭・明峰公民館、
13 日㈮・川西南公民館、14 日㈯・中央公民館、12
月５日㈯・北陵公民館、６日㈰・清和台公民館、７日㈪・
市役所、10 日㈭けやき坂公民館、12 日㈯・緑台公
民館、19 日㈯・多田公民館。いずれも午前 10 時―
午後４時（清和台公民館は午後１時―３時 50 分）

説明と申し込みの受け付け
フェニックス共済

問合せ （公財）県住宅再建共済基金　 Tel0797（83）3122

　テーマは「全ての子どもに居場所がある幼稚園・
学校・地域づくり」。
時 11 月 20 日㈮午後３時―４時 45 分▷ 場 教育相
談センター▷講大阪市立大空小学校前校長の木村泰
子さん▷ 定 20 人▷ 他 手話通訳あり▷ 申 Tel HP 先 11
月２日㈪から 13 日㈮までに学校指導課へ

子ども理解オープン講座
全ての子どもに居場所を

問合せ 学校指導課　 Tel（740）1254
　NPO や市民・地域・PTA 活動などの広報力アッ
プのための講座を開催します。
時 12 月４日㈮午後１時半―３時半▷場市民活動セ
ンター▷講朝日新聞大阪本社記者の瀬戸口和秀さん
▷ 費 500 円▷ 定 20 人▷ 他 保育あり（１歳半～就
学前、先着８人。11 月 27 日㈮午後５時までに予
約を）▷申 Tel 先 11 月２日㈪午前９時から市民活動
センターへ

プレスリリースのコツ
プロに学ぶ

問合せ 市民活動センター　 Tel（759）1826

　国民健康保険高額療養費制度とは、同じ月内の医
療費（保険適用分）の自己負担額（医療機関の窓口
で支払う金額）が高額になったとき、申請して認め
られると、自己負担限度額を超えた額が支給される
制度です。
　対象者には、診療月から最短で３カ月後に申請書
を送付しますので、必要事項を書き、押印の上、領
収書の写しと共に返送してください。
　なお、高額な医療費を支払ったにもかかわらず、
診療月から３カ月以上たっても申請書が届かない場
合は国民健康保険課まで連絡してください。

国民健康保険高額療養費制度
支給には申請が必要です

問合せ 国民健康保険課　 Tel（740）2006

　特定健診の受診者に、抽選で折りたたみ自転車や
体脂肪測定機能付体重計が当たります。対象は 10
～３月に受診した人（４～９月に受診した人の応募
は締め切りました）。
　応募は、ハガキに住所、氏名、生年月日、特定健
診または人間ドックの受診日、特定健診または人間
ドックを受けた医療機関、特定健診などに関する意
見を書き、28 年４月 20 日㈬までに国民健康保険
課へ。詳しくは同健診の受診券に同封されている
リーフレットを確認してください。

国民健康保険特定健診の受診者
抽選で景品が当たります

問合せ 国民健康保険課　 Tel（740）2006

　現在使用している保険証は、12 月から使えなく
なりますので、新しい保険証を 11 月中に送ります。
有効期限は 29 年 11 月 30 日までの２年間。新し
い保険証は受け取った日から使用できますので、古
い証はハサミで切るなどして破棄してください。
　ただし、それまでに 75 歳になる人や、退職者医
療被保険者証で 65 歳になる人などは、有効期限が
短い場合があります。その場合は、期限が切れる前
に新しい保険証を送ります。また、保険税の滞納が
続いている人には、通常より有効期限が短い短期被
保険者証を発行することがあります。
　不在などで受け取れなかった保険証は 12 月７日
㈪から市役所１階の国民健康保険課で引き渡します

（必ず事前に連絡してください）。
　なお、市外への転出や会社などの健康保険に加入
した場合は届け出が必要ですので、保険証と印鑑を
持って同課で手続きをしてください。

国民健康保険証の更新
新しい保険証は11月中に送付

問合せ 国民健康保険課　 Tel（740）1170

　テーマは「安斎育郎が語る 歌謡曲と時代と人」。
時 12 月４・11・18 日の金曜日午前 10 時―11 時
半▷場アステホール▷対市内在住・在勤者▷講安斎
科学・平和事務所所長の安斎育郎さん▷ 費 1,000
円（初回に徴収）▷定 100 人▷申 郵 抽往復ハガキ（１
人１枚、２人以上の申し込みは無効）に歌謡曲講座、
住所、氏名（フリガナ）、電話番号、勤務先（市内
在勤者）を書き、11 月 13 日㈮（必着）までに〒 666
―0033・栄町 25―１の生涯学習短期大学へ

戦後からの歌と時代背景を解説
歌謡曲講座

問合せ 生涯学習短期大学　 Tel（757）8481

対窓口応対と簡単なパソコン入力ができる人▷内勤務は 28 年１月４日㈪～３月 31 日㈭午前９時―午後７時半（５時半以降は
時間外手当を支給）。土・日曜日、祝日を含む週５日。個人番号カードの受け付けや交付、証明書発行など同課事務▷定 14 人
▷申 窓 11 月２日㈪から 16 日㈪までに履歴書を持って同課へ（申し込み時に面接をするため、事前に連絡を）

郷土館まつり

　大阪大学の学生によるアカペラや、落語、漫才、明峰
高校の生徒によるダンスなどのほか、文化財ボランティア
ガイドの会によるスタンプラリーや地元新鮮野菜の直売
会、飲食ブースの出店などがあります。また、のせでんアー
トラインの会場として、旧平賀邸や旧平安邸、ミューゼレ
スポアールにアート作品が展示されています。

問合せ 郷土館　Tel（794）3354

市民課　Tel（740）1166市民課臨時職員を募集

11月14月土 午前10時―午後４時
＠郷土館

　12 月８日㈫から 22 日㈫まで、市役所５階の都
市計画課と県都市計画課で都市計画変更案を縦覧。
県 ホ ー ム ペ ー ジ（http://web.pref.hyogo.lg.jp/
town/cate3_201.html）でも閲覧できます。案に
意見がある場合は、期間中に〒 650―8567・県都
市計画課へ持参または郵送してください。

【都市計画変更案件】
①都市計画区域の整備、開発および保全の方針（都
市計画区域マスタープラン）②区域区分③都市再開
発の方針④住宅市街地の開発整備の方針⑤防災街区
整備方針

都市計画変更案を縦覧
阪神地域都市計画区域マスタープランなど

問合せ 県都市計画課　 Tel078（362）3578

　商品券の有効期限は 12 月 31 日㈭までです。未
使用の商品券の返金はできませんので、必ず有効期
限内に使用してください。
　なお、同商品券（発行冊数６万冊）は完売しました。

きんたくんプレミアム付商品券
使用期限は12月31日まで

問合せ フリーダイヤル　 Tel0120（118）708


